
九州大学 大学院理学研究院 物理学部門 物性物理学講座 助教公募 

 

１．公募する職名・人数：  

助教 1 名  

 

２．所属部門・講座・研究室等：  

物理学部門・物性物理学講座・複雑生命物性研究室 

 

３．専門分野・仕事の内容：  

 広い意味での複雑系（生命・ソフトマターなど）の実験を主とする研究。研究室所属教員と協

力して、大学院・学部の教育と研究の指導、および全学共通教育の担当と教室運営を分担。 

（労働契約期間中における変更の範囲：変更なし） 

 

４．着任時期：2025 年 12 月 1 日以降の出来るだけ早い時期 

 

５．労働条件：  

(1) 任  期： 5 年、1 回に限り再任可（ただし、本学における引き続きの通算雇用期間は 

10 年を超えないものとする。） 

(2) 試用期間： 採用の日から 3 ヶ月 

(3) 就業場所： 理学研究院(福岡市西区元岡 744) 

（労働契約期間中における変更の範囲：変更なし） 

(4) 就業時間： 同意に基づき、専門業務型裁量労働制により 1 日当たり 7時間 45 分働いた  

ものとみなす。 

(5) 休  日： 休日：土日、祝日、12/29～1/3 

(6) 賃  金： 年俸制(令和 2 年 4月 1日導入の年俸制)。 

なお、年俸額については経験等に基づき本学の規定により決定する。 

(https://www.kyushu-

u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/2707/1/2019syuki04

2.pdf) 

(7) 加入保険： 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 
 

６．応募資格：  

博士号取得者、又は着任までに取得が確実な方  

 

７．提出書類：  

◯履歴書  

◯業績リスト（発表論文、講演、外部資金など）  

◯研究業績の概要、及び、着任後の研究計画・抱負  

◯教育実績の概要、及び、教育についての考え方・着任後の方針・抱負  

◯照会可能な方 2 名の所属と連絡先  

◯着任可能時期  

◯主要論文 3編以内  



 

８．応募方法：  

上記の提出書類を一つの PDF ファイルとし、ファイル名を「複雑生命物性助教応募_○○○○」

として（○○○○を応募者氏名で置き換えて下さい）、以下のリンク先 URL よりアップロードし

てください。受領メールが 24 時間以内に届かない場合にはお問い合わせ下さい。  

【URL】 

https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/tYZaQrCJEHAkmaUeqO1i3EuExkrUbBdjqnRlHW62oQ0k 

 

９．応募締め切り：  

日本時間 2025 年 8 月 15 日（金） 

 

１０．問合せ先：  

〒819-0395 福岡市西区元岡 744  

九州大学大学院理学研究院物理学部門  

水野大介（選考委員長）  

電話：092-802-4092  

e-mail：mizuno_at_phys.kyushu-u.ac.jp  

（_at_を@で置き換えて下さい）  

 

１１．その他：  

 選考過程では、面接審査(原則対面を予定)を行います。その際の交通費は応募者の自己負担と

します。 

 九州大学では、「障害者基本法」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」及び「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」の趣旨に則り、教員の選考を行います。 

 九州大学では、国際化を推進する観点から、採用後に英語による授業実施に積極的に取り組む

ことを求めています。 

 「男女共同参画社会基本法(平成 11 年法律第 78 号)」の精神に則り、教員の選考を行います。

また、「障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)」、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和

35 年法律第 123 号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律

第 65 号)」の趣旨に則り、教員の選考を行います。 

 九州大学では、2017 年 7 月より配偶者帯同雇用制度を導入しています。 

 受動喫煙防止措置状況：敷地内全面禁煙 

 物理学部門のホームページ(http://www.phys.kyushu-u.ac.jp/)もご覧ください。 

 九州大学就業通則(https://www.kyushu-

u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/587/1/2004syuki001.pdf) 

 過去に学生に対するセクシャルハラスメントを含む性暴力等を原因として懲戒処分等を受けた

場合には、処分の内容及びその具体的な事由を履歴書等に必ず記入願います。虚偽の記載があ

った場合には、採用取消や懲戒処分等の対象となることがあります。 


